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税務情報 

消費税の軽減税率制度に関するQ&A等の公表 

国税庁は4月12日、2016年度税制改正のうち消費税法改正に関する以下の情報を公表し
ました。 

1. 消費税の軽減税率制度に関する情報 

2017年4月1日から消費税率が8％から10％に引き上げられることに伴い、消費税の軽減
税率制度が導入されます。 

これに先立ち、国税庁は「消費税の軽減税率制度に関する特設サイト」を国税庁ホーム
ページに開設し、4月12日、消費税の軽減税率制度に関する以下のリーフレット、取扱通
達及びQ&Aを同サイトに掲載しました。 

 消費税の軽減税率制度が導入されます（PDF 294KB） 

消費税の軽減税率制度のポイントを紹介するリーフレットです。 

 消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について（法令解釈通達）（PDF 322KB） 

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲や判定方法、請求書等の記載方法などが示されて
います。 

 消費税の軽減税率制度に関するQ&A（制度概要編）（PDF 294KB） 

上記の取扱通達の内容を踏まえ、軽減税率制度の概要、軽減税率の対象となる飲食料品
の範囲、区分記載請求書等保存方式（帳簿や請求書等の記載事項等）、税額計算等につい
て、全23問のQ&Aで解説しています。 

 消費税の軽減税率制度に関するQ&A（個別事例編）（PDF 535KB） 

全75問で構成されるこのQ&Aでは、軽減税率の対象となる飲食料品の範囲や軽減税率の
対象から除外される外食の範囲などが、より具体的な個別事例を用いて解説されていま
す。 

なお、これらのQ&Aは、今後、寄せられた質問や疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載
内容の改訂を行っていく予定とのことです。 

 「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経
過措置の取扱いについて」の一部改正について（法令解釈通達） 

消費税率の10％への引上げに伴う経過措置により、一定の要件を満たす取引（予約販売
に係る書籍等、特定新聞、通信販売）については、税率引上げ後も旧税率（8％）の適用
が認められます。この経過措置による税率と軽減税率による税率はいずれも8％ですが、 
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国税と地方税の内訳が異なっています（経過措置：消費税6.3％ 地方消費税1.7％、軽減
税率：消費税6.24％ 地方消費税1.76％）。 

そこで、経過措置と軽減税率の両方の要件を満たす取引については、経過措置の適用は
なく、軽減税率が適用されることが、この通達により確認されています。  

2. その他の消費税法改正に関する情報 

2016年度税制改正では、軽減税率制度の導入ほか、電気通信利用役務の提供に係る内外
判定基準や高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係など
の見直しが行われました。 

これらの改正に関して、国税庁より以下の情報が公表されました。 

 消費税法改正のお知らせ（PDF 406KB） 

2016年度の消費税法改正の概要を紹介するリーフレットです。以下の改正項目の内容が、
図表を用いて簡潔にまとめられています。 

（1）消費税の軽減税率制度の導入 

（2）輸出物品販売場制度の見直し 

（3）事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し 

（4）高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し 

（5）軽減税率制度の導入に伴う税率引上げの経過措置の一部見直し 

 消費税法基本通達等の一部改正について（法令解釈通達） 

2016年度の消費税法改正のうち、上記（2）（3）（4）の項目に関する通達が新設・改正
されています。 
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